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平
成
十
六
年
度
に
新
た
に
景

観
法
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
近

年
は
全
国
的
に
「
景
観
」
が
重

要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
屋
外
広
告
物
法

に
お
い
て
も
「
良
好
な
景
観
を

形
成
し
、
若
し
く
は
風
致
を
維

持
し
、
又
は
公
衆
に
対
す
る
危

害
を
防
止
す
る
た
め
」
一
部
改

正
と
な
り
、
平
成
十
六
年
十
二

月
か
ら
施
行
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
一
部
改
正
で
、
特
に
違

法
広
告
物
の
簡
易
除
去
に
つ
い

て
、
対
象
物
件
な
ど
が
拡
充
さ

れ
ま
し
た
。

　

屋
外
広
告
物
法
第
七
条
の
規
定

に
よ
り
、
違
法
な
は
り
紙
、
は
り

札
類
、
広
告
旗
、
立
て
看
板
な
ど

を
市
が
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
管
理
さ
れ
ず
に
放

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
も

の
が
対
象
で
す
。 

①
表
示
さ
れ
て
、
一
カ
月
程
度
経

過
し
な
け
れ
ば
除
去
で
き
な

か
っ
た
違
法
広
告
物
が
、
速
や

か
に
除
去
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

②
違
法
な
は
り
紙
・
は
り
札
・
立

て
看
板
の
一
部
が
簡
易
除
去
の

対
象
で
し
た
が
、
直
接
塗
装
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
、
金
属
板
に

限
ら
ず
、
の
ぼ
り
旗
、
置
き
看

板
、
ラ
ッ
ク
な
ど
幅
広
い
簡
易

除
去
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

※
今
回
の
措
置
は
、
本
市
の
一
部

特
区
地
域
で
平
成
十
五
年
度
よ

り
す
で
に
実
施
し
て
い
ま
し
た

が
、
改
正
に
よ
り
市
内
全
域
が

対
象
と
な
り
ま
し
た
。

③
平
成
十
七
年
か
ら
、
簡
易
除
去

し
た
は
り
紙
以
外
の
物
件
を
公

示
し
ま
す
。

　

美
し
い
景
観
を
守
る
た
め
、
本

市
に
お
い
て
も
、
違
法
な
広
告
物

な
ど
の
簡
易
除
去
を
実
施
し
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
市
内
に
は
、
許
可

を
得
て
い
な
い
（
許
可
が
得
ら
れ

な
い
）
の
ぼ
り
旗
な
ど
が
多
く
掲

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
法
の
趣
旨

を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
許
可
を
得

る
か
、
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
た
め

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
一
部
除

外
あ
り
）。
ま
た
、手
数
料
が
必
要

で
す
。

　
　
　
　
　
　

◇

　

屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
な
ど

に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

都
市
計
画
課
（
内
線
3
1
2
）
へ

ど
う
ぞ
。

改正により「のぼり旗」も簡易除去の
対象になりました。

ここここここここここののののののののののままままままままままちちちちちちちちちちののののののののののこのまちの
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屋外広告物法が
一部改正されました

事業所などの皆さんへ
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